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会   議   録  

会議の名称 小金井市地域公共交通会議  

事 務 局 都市整備部交通対策課  

開 催 日 時 令和３年６月２９日（火）午前１０時～正午  

開 催 場 所 小金井市役所本庁舎  ３階  第一会議室  

出 席 者 

[委員（敬称略）] 青木亮、坂本敬、平野武、池内隆司、橋岡和子、

米澤暁裕、早田俊介、小泉裕樹、関根康洋、小川将和、信山重広、

平野景一、鈴木文彦、小泉伸介、清水直樹、日野靖久、山岸秀実、

若藤実  

[市事務局 ]堀池浩二（都市整備部交通対策課長）、大関勝広（都市

整備部交通対策課交通対策係長）、越聖子（都市整備部交通対策課

交通対策係主任）、山本拓（都市整備部交通対策課交通対策係主

事）、益子孝志（都市整備部交通対策課交通対策係主事）、パシフ

ィックコンサルタンツ㈱  

傍聴の可否 可  ・  一部不可  ・  不可  

傍 聴 者 数 ５人  

会 議 次 第 

１  開会  

２  議題  

⑴  報告事項  

①小金井市公共交通事業者継続支援金事業実績報告  

②ココバス再編事業のスケジュール  

③東町地域会議に係る状況報告  

④聖火リレー実施に伴う運休について  

⑵  協議事項  

①令和３年度第１回会議の指摘事項と対応方針について  

②運賃及び割引制度に関する検討について  

③第二回地域懇談会の実施について  

④ガイドラインの検討について  

⑶  その他  

３  閉会  

〔資料〕  

１  小金井市公共交通事業者継続支援金事業実施報告  

２  ココバス再編事業のスケジュール  

３  東町地域会議に係る状況報告  

４  聖火リレー実施に伴う運休について  

５  令和３年度第１回会議の指摘事項と対応方針について  

６  運賃及び割引制度に関する検討について  

７ -１  第二回地域懇談会の実施について  

７ -２  第二回地域懇談会ルート検討に関する説明資料  

７ -３  地域懇談会チラシ案  

８  ガイドラインの検討について  

小金井市地域公共交通会議委員名簿  

席次表  

５ /１５市報まちづくり特集号  
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発言内容・

発 言 者 名

（主な発言

要旨）  

 

事務局：  

定刻になりましたので、これより令和３年度第２回小金井市地

域公共交通会議を開会させていただきます。  

 

―会議成立の報告―  

 

―傍聴の人数制限について―  

 

―資料確認―  

 

会長：  

皆さん、おはようございます。  

コロナの先がまだまだ見えない中お集まりいただきましてあり

がとうございます。私も第１回のワクチン接種を終えました。状

況を見ますと、だんだんとワクチン接種が進んでいくという中で

少しずつ先が見えてくるのかなという感じもしております。  

ただ、人の動きは明らかに変わってきておりますので、今後公

共交通に関して議論をするに当たっても、コロナ後の人の動きの

変化等も考えながら判断していかなければならないことがいろい

ろ出てくるかと思います。ぜひお気づきの点などを皆さんから出

していただきつつ、議論をしていきたいと思いますので、一つよ

ろしくお願いいたします。  

それでは、ここから議事を引き継がせていただきます。  

次第の２、議題に入ります。まず⑴報告事項ですが、４点あり

ます。４点すべてについて事務局より報告をいただいた上で、後

ほど一括でご質問、ご意見等をいただきたいと思います。  

それでは、事務局、説明をお願いいたします。  

 

事務局：  

―資料１、資料２、資料３、資料４に沿って説明―  

 

会長：  

ありがとうございました。報告事項について、ご質問、ご意見

があればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。  

 

早田委員：  

京王バスです。資料４の交通規制に関しまして１点補足をさせ

ていただきます。清瀬市から府中市までの通過時間の表を載せて

いただいていますが、小金井市が終わった後に府中市のほうで聖

火リレーがあります。交通規制の時間帯は運休になりますので、

小金井市の時間帯に運休があるのはもちろんですが、当社の路線

で武蔵小金井駅から府中駅の路線が非常に多くの本数が走ってお

ります。この路線が小金井市の交通規制が終わった後も府中市の

交通規制を受けるため、この表で言いますと１９時３２分、さら
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に規制後、恐らく２０時半から２１時ぐらいまで影響を受けるの

ではないかと考えております。小金井市の市報の中に他市の情報

を出していただいているのはこのためでして、武蔵小金井駅のと

ころだけで見ますと小金井市の規制が終わった後もバスの運休が

続いているという状況になるかと思いますので、ご注意いただけ

ればと思います。京王バスからは以上でございます。  

 

会長：  

ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。  

 

平野武委員：  

平野です。資料３の最後のページ、公募参加者の募集の欄です

が、対象者、「東町在住・東町循環利用者の１６歳以上で、自治会・

町会に属さない方」という限定があるのですが、この趣旨をお聞

かせ願えますか。  

 

会長：  

事務局からどうですか。  

 

事務局：  

お答えいたします。対象者につきましては、まず町会・自治会

の方からの参加を前提としておりますので、町会・自治会の総意

を得て出てきていると認識をさせていただいています。公募の記

載についてはある程度限定された書き方のほうがわかりやすいと

いうところでそういう記載の方法等させていただきました。以上

です。  

 

平野武委員：  

「自治会・町会に属さない方」というのはどういう趣旨ですか。 

 

事務局：  

先ほどお答えしたとおりですが、町会・自治会からの代表とし

て参加される方については町会・自治会の代表として出ていただ

きますので、総意として出ていただいているというところで考え

ております。その他町会・自治会に登録されていない方も当然ご

意見はあろうかと思いますので、そういう方をわかりやすくとい

うか、そういう形で表現したというところでございます。以上で

す。  

 

池内委員：  

「自治会・町会に属さない方優先」みたいな形で書かれたほう

がいいのかなと思います。結構入っていない方が多いのかわから

ないのですが、自治会・町会に入っている方のほうが問題意識は

ある程度持っていると思われるので、属さない方優先で、自治会・

町会のご意見としては１２名の方、その他の方は優先をするみた
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いな形、下手をすると５名集まらない可能性はあるのかなと思う

のですが、そのあたりはどうなのですか。  

 

事務局：  

事務局といたしましては何らかの線引きは必要かなと思ってお

りまして、「優先」という書き方になってしまいますと、また線引

きのところがちょっと緩む形になろうかと考えまして、一定明確

にしたほうがわかりやすいかなというところでございます。  

 

池内委員：  

５名に関しては、自治会・町会に属さない方というのは調査で

きるということですか。  

 

事務局：  

いえ、こちらとしては自己申告の中でということです。  

 

平野武委員：  

資料３に「東町在住・東町循環利用者」という表記があります

が、この「・」については、「＆（東町在住かつ、東町循環利用者）」

か「ｏｒ（東町在住または、東町循環利用者）」か、どちらの意味

ですか。中町や梶野町から東町循環を利用されている方がいらっ

しゃるので、「ｏｒ」だったらいいのですが、「＆」だったら、ど

うなのかと思い、質問します。  

 

事務局：  

こちらは「ｏｒ」を意図しております。  

考え方としては、在住の方で利用されている方が望ましいとは

思っていますが、利用されていない方でも何らかの意見をお持ち

の方はいるでしょうし、そこは制限をかけないというところでご

ざいます。  

 

坂本委員：  

今の表現ですが、これは自分の地域が東町循環から外れている

から利用できない方も参加できるところもある、つまり、今何ら

かの事情で自分の近くを東町循環が走っていないけれども、何で

うちは走っていないのかという意見を言ってもいい、そういう認

識でよいですよね。  

平野さんが言われたように、他のところから利用している方も

いるということですから、課長がご説明いただいた「ｏｒ」の表

記でいいと思います。「・」にすると解釈について懸念があるので、

適切な日本語の表現にされたほうがいいのか、これでいいのかは

ちょっとあれですが、趣旨としてはそういうことですよね。  

 

事務局：  

事務局といたしましては、コミュニティバス東町循環の地域会
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議を開催するという形で決定をさせていただいておりまして、そ

の参加方法についての記載の方法は悩みました。確かに言われて

いるとおり、他の地域から乗られている方もいらっしゃるという

のも承知しております。東町地域の中を走る路線というところで

は、実情をわかっている中での意見をいただきたいというところ

で東町の方を優先という形で考えております。ただ、公募の中で

５人以上集まる中では、ほかの町名の方が公募をしてくるという

ところでは制限はかけていないところでございます。  

 

平野武委員：  

配布された資料を読んでここは疑問だったのですが、昨日届い

た７月１日の市報にはこれがこのまま載っているので、そこの訂

正はできないのですが、「＆」か「ｏｒ」か、というのは必ず質問

があると思うので、その点はしっかり統一させていただきたいと

思います。以上です。  

 

坂本委員：  

前回の会議で議論をされたことがきちんと整理をされて織り込

まれているいい資料になっていると思います。表現についてはか

なりご苦労をされたと思いますが、今各委員が言われたように問

い合わせ等があったら誤解のないように説明をしていただきたい

と思います。  

こういった試み、自治会や町会の代表者を含む本当の声を反映

させて、この公共会議にさらに反映させて、路線を決定していく

という、こういう趣旨が地域の声の大きい人もそうですが、普段

声を出していない方にも伝わって、自分たちの意見が集約されて

いくのだというように、ぜひこの地域会議自体もうまくいくよう

にしていただければと思っています。大変苦心されたいい資料に

なっていると私は考えます。以上です。  

 

会長：  

ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。  

確かに「・」で表現すると誤解を招く場合もあるかと思います。

既に出ている分については、そういう誤解のないように対応して

いただければと思います。  

ほかはいかがでしょうか。この件ではなくても４つの報告事項

全体に関して何か。  

 

青木副会長：  

資料４の交通規制で、小金井市が終わった後に府中市のほうで

また規制があるので、武蔵小金井、府中間のバスについては事実

上その影響を受けるということでした。清瀬、東久留米とか、西

東京の方から小金井に来ているバスについて、規制がもしわかる

ようでしたら教えていただけますでしょうか。  
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関根委員：  

西武バスです。今いろいろ調整をしていまして、当社のＨＰと

か自治体のページで今後、ギリギリになってしまうのですが、公

表する予定です。一部運休や、迂回で処理できるものは処理しま

す。聖火リレーの状況によりますが、今各関係者の皆様と調整を

大詰めのところでやっています。東久留米、小金井、清瀬は北口

のほうがメインなのであまり影響はないと思うのですが、東久留

米は一部影響がある可能性はありますので、確認いただければと

思います。なかなか決まらないところがありまして非常に苦慮し

ているところです。  

 

青木副会長：  

広報をよろしくお願いいたします。  

 

小泉裕樹委員：  

小田急バスです。弊社は三鷹駅から武蔵小金井まで運行してお

りますが、三鷹市の聖火リレーが７月１６日に行われます。同様

に交通規制がかかり、運休等を考えておりますので、そちらのほ

うもＨＰ等でご利用の際は確認していただければと思いますの

で、よろしくお願いします。  

 

小川委員：  

関東バスです。７月１６日に武蔵野市で聖火リレーが行われま

して、鷹３３系統は運休時間帯がございます。時間については今

まだ調整中でありまして、ＨＰのほうで公表いたします。よろし

くお願いします。  

 

会長：  

それについては広報をよろしくお願いいたします。  

ほかにはいかがでしょうか。  

よろしければ、報告につきましては以上ということで、次の協

議事項に入らせていただきたいと思います。  

協議事項①令和３年度第１回会議の指摘事項と対応方針につい

て、まず事務局から説明をお願いいたします。  

 

事務局：  

―資料５に沿って説明―  

 

会長：  

ありがとうございました。ただいま事務局から資料５について

ご説明いただきましたが、何かご質問、ご意見等があればお願い

したいと思います。よろしいですか。  

よろしければ、これはこのような形で対応するということでご

了解いただいて、次に移らせていただきたいと思います。  
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次に、協議事項の②運賃及び割引制度に関する検討についてを

議題といたします。事務局から説明をお願いいたします。  

 

事務局：  

―資料６に沿って説明―  

会長：  

ありがとうございました。運賃及び制度に関する検討というこ

とで、主に前回積み残した部分についてご説明をいただきました。

ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見があればお願いし

たいと思います。  

 

早田委員：  

京王バスです。１ページ目に前回会議での意見ということで、

運賃体系をシンプルにすることによって運転士への作業負荷を軽

減する必要があるのではないかと課題が提示されています。それ

について、該当者が限定的であるとか、項目ごとに内容について

精査をしていただいているのかと思います。  

運行事業者として、運転士への作業負担について整理をさせて

いただきたいと思うのですが、１つは数を処理することになりま

す。これについては議論が終わっていますので今さらですが、例

えば高齢者割引が該当します。ＣｏＣｏバスの場合高齢者の方が

半分ぐらいいらっしゃいますが、ＩＣで支払う方に対しては運賃

機操作をする必要があります。これがいわゆる数の負担というと

ころになります。  

もう１つは種類になります。パッと見、非常に複雑な運賃体系

かなと感じております。運賃の数も多いですし、割引の数も非常

に多いということで、単純に乗務員目線からすれば覚えなければ

いけないところもありますし、お客様の属性によって運賃種類を

使い分けてお客様から運賃収受をすることになります。  

また運営面から言いますと、例えばお釣りの話なども出ていま

したが、数パーセントというように限定的と書かれてはおります

が、そのために釣銭を準備しなければいけないという事務面もあ

りますし、数々の運賃を使い分けるということになりますと、当

然人のやることですからミスも出る。我々の業界では過収受とい

う言い方をしますが、本来であれば９０円で収受しなければいけ

ないところを１００円で収受してしまう。ＩＣで支払う場合、恐

らく半額のボタンと１００円のボタンを使い分けるような形にな

ると思われますが、そのボタンを間違えてしまったということが

出てきてしまう。数に対する負担に対しては大方ご説明いただい

ているのかなと思うのですが、種類に対する負担に関してはもう

少し考えたほうがいいのかなと思います。  

また運賃体系をシンプルにすることを目指すということをもし

ゴールに置いていただけるようであれば、ちょっと複雑な運賃体

系かなと感じたところでございます。以上でございます。  
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会長：  

今のご意見について、事務局から何かありますか。  

 

事務局：  

バス事業者からのご意見は十分承知しているところでございま

す。私どもとしては今まで基本方針、運行基準等々をこの会議で

作成した経過がある中で、当然３者の目線で過度の負担なくとい

うところで、多少のでこぼこがあるのは致し方ないかなとは思っ

てはおりますが、こういう形にすることによって、一定公平性は

保たれていくものではないかという形で考えてご提示させていた

だいたところでございます。以上です。  

 

会長：  

この点につきまして、ほかにご意見はございませんでしょうか。 

 

池内委員：  

今、路線バスの運賃体系は何種類あるのですか。  

 

早田委員：  

基本的には半額と、あとは定期券があります。  

ただ、昔ながらの定期券であれば見せるだけ、ＩＣ型の定期券

であればタッチするだけですので、運転士のほうで何か判断をす

るということはありません。定期券に関しては、運転士の操作が

必要ないという点が他と決定的に異なります。  

半額に関しては、小児と障害者の方の割引があります。  

 

池内委員：  

お釣りは運転士が渡すのですか。  

 

早田委員：  

お釣りに関しては、運賃機で処理します。  

運賃機は２種類ありまして、当社の場合は両替式になっていま

す。例えば１０００円札を入れた場合に小銭で１０００円が出て

きて、お客様自身が１８０円なら１８０円、２５０円なら２５０

円、小銭を選んで入れていただく。もう一種類、釣銭型というの

もありまして、１０００円札を入れるとお釣りだけが出てくると

いうものもございます。  

 

池内委員：  

それは運転士さんの手を煩わせるものですか。  

 

早田委員：  

煩わせるものではないです。  
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池内委員：  

とすると、この料金体系によって煩雑さがあるかどうか。逆に

路線バスの券を取って、区間によって、１とか２とか３とか分け

て料金を入れる。それを運転士さんが確認をしなければならない

作業が負担なのかなと思うのですが。  

 

早田委員：  

実はそこの運賃体系というのはかなりシンプルになっていまし

て、１つは後ろ扉からご乗車いただいてＩＣをタッチして、その

後またタッチをして出ていくという形になります。ある意味自動

になっております。  

小銭をお使いの方に関しては、こういう集まりの方には釈迦に

説法だと思うのですが、整理券を取っていただきまして、そこの

番号に対応した運賃をお支払いいただくという形になっておりま

す。  

 

池内委員：  

でもそれは運転士さんが確認しなければならないですよね。そ

ちらのほうが負担なのかなという思いがあるのですが。  

 

早田委員：  

そこに関しては、負担はあると思います。今回の論点は、１８

０円と１００円というお話がございますが、９０円のものを用意

すると、それに対してＩＣに関しても作業が出てきてしまうこと

になります。ＩＣというのはよくも悪くも自動ですので、通常で

あれば１８０円を収受するという設定になっております。なので、

高齢者割引の方に関しては１００円にセットして、その上でタッ

チをしていただくという形になります。この回数が多すぎるので

はないかというのが３回ぐらい前のこの会議で議論になった点で

す。  

 

池内委員：  

高齢者が多いから、ということですね。  

路線バスの場合は操作しなくてもいいのですか。  

 

早田委員：  

そうです。路線バスでは高齢者割引はありませんので、操作は

特にありません。  

 

池内委員：  

シルバーパスの場合は、どういう対応になりますか。  

 

早田委員：  

路線バスの場合、シルバーパスは運賃を頂かないので、運転士

が確認するだけです。  
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仮にＣｏＣｏバスの高齢者割引として対応する場合は、運賃を

収受しなければいけないので、運賃機の操作が必要になります。  

一般の路線バスで言いますと、子どもの方や障害者手帳をご提

示いただいた方に関しては運賃を収受する前に運賃機を操作し

て、９０円にセットした上でタッチをしていただくという作業が

必要になります。今回の高齢者割引に関しますと、約半分の方が

この作業が必要になるというのがまず１つ。  

もう１つは、高齢者の方と子どもの方で運賃が同じであれば、

同じ操作をすればいいだけの話なのですが、２つの運賃が出てき

てしまうと、例えば赤いボタンと青いボタンがあって、高齢者の

方は赤いボタン、子どもの方は青いボタンみたいな感じになると

いうことになります。  

 

池内委員：  

とすると、可能であれば運賃は１００円に統一したほうがいい

ということですか。  

 

早田委員：  

作業負担という面では、その方が望ましい、ということになり

ます。  

もちろんプロなのだからちゃんとやりなさいと言われればそれ

までなのですが、運行事業者として言わせていただければ、運転

士も人間ですので、どうしても間違うところがあるというのと、

高齢者の方の割引等をきちんと覚えた上で、使い分けて、正しく

操作をする、というような段階を踏んでいかなければいけないと

いうところで収受に対する負担があるのではないか、とさせてい

ただいたところです。  

 

池内委員：  

一律９０円にするのは危険だということですか。  

 

早田委員：  

一律９０円も、運賃体系の統一という点からはありだとは思い

ます。ただ、ちょっと議論が逸れてしまいますが、高齢者は今が

１００円なので、約半分の方を９０円、要するに値引きするとい

うのはどうかというのが高齢者割引の議論としてあったのかなと

認識しています。  

 

池内委員：  

確かにそうですよね。  

 

早田委員：  

私としては、子どもの方も現在の１００円からは値引きになっ

てしまうので、それはどうなのかなという疑問は正直まだ残って

はいるところではあります。  
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会長：  

ほかにはいかがでしょうか。  

 

平野武委員：  

６ページ目の高齢者割引の件についてです。どうも私、自分が

高齢者なので介護保険被保険者証（介護保険証）を携帯すること

への抵抗があります。病院に行くには健康保険証だけでよいので、

介護保険証は普段持ち歩かなくてもよく、自分はしまいっ放しで、

持ち歩くことは皆無です。もしこれを導入するのであれば、年齢

を確認するもの、例えば運転免許証とか、運転履歴書、それから

マイナンバーカードは今健康保険証も入れるかどうかを議論され

ていますが、それがちょうど来年、再来年ぐらいに実現するかも

しれない。そうなると、マイナンバーカード、運転免許証のほう

がハンディで持ちやすいです。介護保険証はサイズが大きいので

す。これを持ち歩くのは滅多にないことなので、年齢確認ができ

るもの、例えば何々、というような形はいかがかなと思っていま

す。以上です。  

 

会長：  

いろいろな意見が出てきそうですから、先に意見を伺っておき

ましょう。橋岡さん、お願いします。  

 

橋岡委員：  

私が今、手元に持っているのがマイナンバーカードですが、こ

れは定期入れに造作なくきちんと入ります。一方で、介護保険証

は、はがき大ぐらいの大きさがあります。私を含めて年寄りとい

うのは、あれを持ち歩くとなると、落としかねないと思います。

紛失したら再発行が大変です。また、自分の体に関するものです

からそういうものは持ち歩きたくないというのも皆さんの心情と

してあると思います。  

全員がマイナンバーカードを提示するということは無理かもし

れませんが、なるべく機会をとらまえてこれを申請する。そして

バスに乗るときに身分証明として使う。生年月日も書いてありま

すし、顔写真もあります。これであれば、抵抗なく使えると思い

ます。  

 

坂本委員：  

平野委員の言われるように、介護保険証というのはこんなに大

きくて、どこにも入らないです。昔の保険証ですから財布にも入

らなければ、パス入れにも入らない。いつも大事にしまってある

ものを毎日ＣｏＣｏバスの利用のときに持っていくというのはど

うだというのは前から意見が出ているわけですね。  

ただ、今言われた運転免許証とかマイナンバーカードも、運転

士さんは年齢がすぐわからないですよね。生年月日が書いてあっ

ても、何歳なのか逆算しなければいけない。運転免許証なりマイ
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ナンバーカードに高齢者ですよというマークが入っていればいい

ですが、そういうカードではないですからね。  

 

早田委員：  

一応参考までに申し上げると、坂本委員のご指摘はごもっとも

でして、マイナンバーカードを見て生年月日を確認する方法は正

直無理です。シルバーパスの場合は毎年更新するようになってい

ますが、運転士がどうやって判断しているかというと、シルバー

パスは毎年色が違います。今緑のカードをお持ちだと思うのです

が、これが例えば来年は黄色だとかになります。期限切れか、有

効期限内かは、そこで判断して、更新時期が過ぎてもまだ緑のカ

ードを持っている人は「ちょっとちょっと」という話になります。

一目で判断ができないとちょっと難しいかなというのはありま

す。  

 

池内委員：  

１回シルバーパスを発行してもらえば更新しなくても年齢が若

くなることはないですよね。  

 

橋岡委員：  

年齢を確認して、発行してもらうのですからね。  

 

坂本委員：  

運転士さんの負荷を軽減するという議論だったら、免許証とか、

そういう既存のカードでは無理というか、逆に運転士さんの負担

が多くなると思います。  

もう１つは介護保険証、シルバーパスでもいいのですが、国や

市は形をちゃんと入る大きさに統一していくようにしていただけ

ればよいのですが。それと相変わらず紙のものを２～３年後も続

けるのですかね。そのほうが問題な気がする。紙で配っていただ

いても、多分、後生大事にファイルしてしまってしまうわけです。

財布の中なり、パスケースに入らないと、普段持ち運んで提示し

ろと言われてもなかなかできないと思います。  

事務局のほうで、検討していただいた内容としては、要するに

費用もかからない、負担もかからなければ、介護保険証はみんな

に配られているからそれを提示しなさいということだと思います

が、それはちょっと我々を含めて半数のお年寄りの賛同を得られ

ないと思うのです。ここはもう少し議論が要るのかなという感じ

がします。かつ、運転士さんの負担を減らすということを考えた

場合に、もうちょっと詰めたほうがいいような気がします。  

 

会長：  

ここのあたりで事務局はどうですか。  
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事務局：  

今ご議論された内容は事務局としてもこの間ずっと悩みつつ今

提示している状況です。いろんな意見が出るのは承知しておりま

す。運行事業者からの意見、利用者からの意見、当然市としての

方向性を出すという意見もございます。そういった中で、以前に

決めている基本方針や運行基準に立ち返るべきだと事務局は思っ

ております。  

この４つの方針に基づく中でどうするべきか、というところで

考えた案、またご意見をいただく中でどう整理をしてきたかとい

うのをできるだけわかりやすく今回説明できるようにメリット・

デメリット、また財政負担も含めた中で提示させていただいてい

るという認識で今回の資料を作成しております。  

高齢者の定義がいろんな法律で多少違っていて、６５歳のもの

があれば、シルバーパスは７０歳から無料となっています。では

６５歳から７０歳までの間の人はどうするのかという問題もござ

います。介護保険証は確かに持ちづらいと思います。ただ、これ

が全世帯に行く、他市の方でも乗っていただくときには使えると

か、そういうメリットもあります。これが浸透していくとより使

い勝手がいいのかなというような考えで今回提示し、いろんなご

意見に対してできるだけわかりやすい資料作成という形で今回お

示しさせていただいているところでございます。今事務局から言

えるのはそこまでぐらいです。  

 

関根委員：  

西武バスです。今課長さんからおっしゃっていただいたとおり

かと思うのですが、運賃を路線バスと同等に考えて、受益者負担

を求める方向で検討いただいているということはバス事業者とし

ては妥当だと思いますし、妥当な方向性だと思います。  

この検討の段階でルートや運賃について市民の皆様にこういっ

た特集も広報でされているということはとても評価できること

で、決まってから広報という自治体がわりと多いのですが、検討

の段階で広報を出されているということも大変素晴らしいと思い

ます。  

全般的に運賃は難しい問題がありまして、西武バスも１４自治

体からコミュニティバスを受託しているのですが、特に高齢者の

割引の関係は自治体の施策によってまちまちですし、やり方は難

しいところがあると思います。  

ご参考までにですが、西東京市は７５歳以上の方に後期高齢者

医療被保険者証を提示した上で専用回数券を売っているパターン

で、規模的にはＣｏＣｏバスもこれが近いかなと私は思っていた

のですが、この整理の中では手渡し販売はコロナ対策として適切

ではない、となっています。確かにこの時代では一理あるかなと

いうところでちょっと迷うところです。また、練馬区では６５歳

以上の方は身分証で割引はあるのですが、シルバーパスの適用が

できるところがありますので、実質対象は６５歳から６９歳の方
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となります。埼玉の地域では大体がコミュニティバスについては

特別乗車証を発行されており、その専用の証明手段によって、割

引だったり、無料だったりというようなパターンが多いです。  

ただ、先ほど京王さんがおっしゃっていたように、５割以上の

方にいちいち１００円を設定して割り引くというのは非常に手間

もありますし、道路渋滞を招く懸念があるなど非常に厳しい状況

があるので、地域性を踏まえて検討をされたほうがいいと思いま

す。  

例えば川越市の特別乗車証は７０歳から８９歳の方は１００円

で、９０歳以上の方はそれを見せると無料になります。他の自治

体でも６５歳だったり、７０歳だったり、９０歳だったり、７７

歳だったりと、線引きはまちまちな状況となっています。  

割引として高齢者割引はあったほうが私もいいなと思うのです

が、ＣｏＣｏバスミニはＩＣの適用ができないという課題もある

ので、やり方は運行事業者さんである京王さんなども含めて、も

う少し議論し、いろいろな事例とか、ＣｏＣｏバスに合ったやり

方を検討されるほうがいいと思います。  

ただ、方向性としては運賃の変更についても割引の障害者と小

児運賃についても非常にいい方向でまとめていただいていてあり

がたいと思います。ほかの事例なども大変まとめていただいて素

晴らしい資料になっていると思いますので、もう少し検討が必要

かなと思います。よろしくお願いします。  

 

池内委員：  

収支率を試算までしていただいている部分がありますが、平成

３０年度を基準にしているのは何か意味があるのですか。  

 

事務局：  

平成３０年度を基準にしているわけではなく、令和３年度の収

支の予測を基準とさせていただいてございます。  

 

池内委員：  

これぐらい市の負担が増えているということを示したかったと

いうことですね。  

 

事務局：  

今年度を基準とした理由としましては、運行経費自体も増加等

の可能性があるというところと、昨年度の状況としては、緊急事

態宣言等が明けた後、前年比７割程度の利用というところになっ

ております。ただ、今年度の数字はまだ分かりませんので、平成

３０年の利用者数を７割に減らしたものを利用者数として使って

いるというところでございます。なので、利用者は平成３０年度

の７割程度に減って、今年度の経費を分母にするような形で試算

をしております。  
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池内委員：  

わかりました。ありがとうございます。  

運賃に関してですが、まだ再編まで時間はあります。バス事業

者さんの路線バスが２００円に値上がりする可能性もあるわけじ

ゃないですか。先ほどの介護保険証も含めてですが、運賃に関し

てはもうちょっと慎重にやったほうがいいのかなという気がしま

す。  

一番は事業収入云々ではなくて、運転士さんを確保するために

運転士さんの負担を軽減するという部分は考えたほうがいい。そ

れは地域懇談会でもきちんと言うべきじゃないかと思います。そ

れを１つの主軸として、各バス事業者さんから運転士さんを確保

するための１つの方策として、こういう方法を考えていますとい

う１つの大前提を作っておかないと、運賃の高い安いだけで大揉

めをする可能性もあるので、そういう形で検討していただければ

なと考えます。  

 

会長：  

ありがとうございます。ほかにはどうですか。  

 

関根委員：  

試算の想定について、後のほうには書いてあるのですが、二重

割引は認めないという方向だったかと思います。つまり９０円×

２４枚の新しい９０円の回数券に１０円を足して、という形はで

きない、高齢者割引の方は回数券を使えないということですよね。 

過渡期には現行の回数券などの問題もあるし、場合によっては

ＣｏＣｏバス専用回数券を高齢者の方だけ割り引いて新しい回数

券を売るとか、そういうパターンもあるのかなと思います。それ

で１０円足して使えるというほうがわかりやすい可能性はあるの

かなと思います。ただ、金券として額が書いてあって、対象者に

よってお金の支払うものが違うというのはちょっと問題点がある

と思うので、クリアしなければいけないと思いますが。  

 

会長：  

ほかにはいかがでしょうか。  

 

青木副会長：  

今回数券が出たので、たしか場所によって、高齢者とか特定の

方だけ回数券を大幅に割り引いたりするパターンがあったと思い

ます。通常の方は例えば２０００円で買って、高齢者は１５００

円にしてしまう。そうすれば額面上は１８０円を払ったことにな

るけれども、事実上は安くなるというパターンもあると思います。

運転士さんの負担をあまりかけずに、かつ、実質上は１００円で

やる方法をうまく探せば見つかるかなという気がします。鈴木会

長のほうがそこら辺は詳しいと思うのですが、ご検討いただけま

せんでしょうか。  
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会長：  

ほかにどうでしょうか。  

京王バスの平野さん、何かご意見はありますか。  

 

平野景一委員：  

運転士のほうからすると、１３ページに書かれていることが、

課題としてあるのかなと思います。パスを提示される一瞬で見分

けはできないので、トラブルに発展する懸念も考えると、もう少

しわかりやすい方法であればと思います。  

例えば国分寺市さんであれば、運転免許を返納したときのパス

を見せることで、無料で乗れるというのもありますので、考えて

いただきたいと思います。  

 

会長：  

今までこの件に関してはいろいろご意見をいただきました。今

日これで事務局案のような形で決定するのは非常に難しいと私も

思っています。  

特に高齢者の介護保険証の件は、私もサイズについては認識し

ていなかったので、ご意見のとおり、なかなか携帯も難しいし、

別の方法にすると今度はそれを識別するのは難しい、そういった

問題もまだあると思います。  

運賃設定に関しても小児・障害者半額というのは、これは路線

バスでやっている方式ですので妥当なのですが、それに別途１０

０円を支払う高齢者割引が入ってくるとそこでまた運賃の煩雑さ

が出てくるという問題も別の手法でカバーできるかもしれないと

いうことが今までのご意見の中にも出てきましたので、これに関

してはもう１回検討させていただいて、また次回にさせていただ

きたいと思います。  

地域懇談会が８月にありますので、そこへ提出する資料として

はこういう議論がありますということで出していいのではないか

と思っているのですが、いかがでしょうか。  

 

池内委員：  

結論という形では出さない、ということでよいのではないでし

ょうか。  

 

会長：  

そうですね、市報の２面の０６のところに今の議論の検討経過

が出ています。これを場合によってはもうちょっと詳しく、こう

いう議論の中で方向性を今出しています、ということで私は問題

ないだろうと思うのですが、皆さん、どうでしょうか。  

 

坂本委員：  

会長のおっしゃるとおりでいいと思います。地域懇談会では、

高齢者の方が半分は出てくると思いますが、「小金井市のＣｏＣｏ
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バスは特殊割引という制度で高齢者を救おうとしています。その

救い方については、皆さんが乗られるときに運転士さんとトラブ

ルや、わからないということがないように、よりわかりやすく、

また合理的な方法を今検討しています。」と、こういう説明にとど

めて８月の地域懇談会をはやればよいのではないかと思います。

そういうことであれば、地域懇談会の方もバーッと熱くなって、

「何なの？こんな介護保険証を持っていけないわよ」といった意

見も出ないでしょうし、なおかつ、それはわかっています、これ

は会議でも出ています。ただし、いろんなことをやっても運転士

さんとトラブルになって、見せたのに何でわからないんだという、

そういうことにならないようにするために、今関根さんが言われ

た専用回数券だとかも含めて、高齢者割引というのはちゃんと小

金井市は新しい制度を作りますよと。こういうことをアナウンス

していただいて、もうちょっとお待ちください、でいいのではな

いでしょうか。  

 

会長：  

どうでしょう。皆さんの意見、そういうことでどうでしょうか。 

 

事務局：  

事務局案で強引に進めるつもりもございませんので、会議で議

論をしていただきたいと考えております。  

ただ、８月の地域懇談会にはある程度運賃についてもご意見を

いただきたいと思っておりますので、先ほどのご意見を踏まえた

中で、会議でもこういうご意見、また運転手負担の問題とか、そ

ういうところも理解を得るような説明の仕方、プラス、その中で

より多くの市民の方からどういうご意見がいただけるのかという

ところで整理をさせていただきたいという考えでございます。  

 

池内委員：  

１点だけいいですか。私はこういう形で論議をしているのでよ

く分かっているのですが、一般の方は多分路線バスとの競合、民

業圧迫みたいな部分はあまり理解できないと思います。そこの部

分で、ＣｏＣｏバスを持続可能な事業にするために、路線バスの

交通事業者さんが倒産してしまえばＣｏＣｏバスも持続できない

という部分は当然あるわけで、共存共栄をするための部分という

のは大前提として地域懇談会で必ず話していただくというのが重

要なことだと思います。運転士さんがいなければＣｏＣｏバスは

運営できないわけなので、その辺も地域の方に理解していただく

のは重要なことなので、それだけお願いできればと思います。  

 

会長：  

では、そういう形で今の池内さんからのご意見も含め、きちん

と説明をしつつ、特に運賃に関しては現状の議論がどういう経緯

でどういう方向性のもとに議論をしていて今この段階にあるとい



 

18 

 

うことを地域懇談会では提示をし、説明をしていただくという形

にさせていただきたいと思います。  

したがって、運賃の方向性についてはもう一度持ち帰らせてい

ただいて、整理、検討した上で次回また提示させていただければ

と思います。  

 

事務局：  

ルート案については今回地域懇談会用の資料としてお示しさせ

ていただいております。今度、運賃の資料についても一定整理し

ていきたいと考えておりますので、その資料についても委員さん

にメール、また郵送で送り、ご意見を伺う中で、最終、会長一任

で決定をさせていただきたいと思いますが、それでもよろしいで

しょうか。  

 

（異議なしの声あり）  

 

会長：  

よろしいですね。では、運賃に関する説明案は１度皆さんのと

ころへお送りさせていただくようにしたいと思います。  

それでは、協議事項②については結論的なことは次回に送ると

いうことにさせていただきます。  

③第二回の地域懇談会の実施についてを議題としたいと思いま

す。事務局から説明をお願いいたします。  

 

事務局：  

―資料７－１、資料７－２、資料７－３に沿って説明―  

 

会長：  

今、資料７に基づいて、地域懇談会についてのご説明をいただ

きました。７－２に関するご意見シートを若干いただいているの

ですが、私も今朝になって目を通す形になっていますので、私か

ら説明するのはあれなので、ご意見をいただいて、その中でご返

答いただければと思います。  

ご質問、ご意見があればお願いしたいと思います。  

 

平野武委員：  

資料７－１についてお願いです。第一回地域懇談会に出た反省

からですが、当日の進行の１ .１、１ .２、１ .３がありますが、１ .

４で発表を班ごとになさると思うのですが、それから１ .５で質問

受け付けということで、しっかりこの書面に書いていただきたい

と思います。  

というのは、第一回の緑町に出たのですが、１ .１を説明してす

ぐに質問が出たのですが、この時間がすごく長かったです。です

から、「質問は、最後の全部終わってから総合的に受けますので」
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ということで一言お断りしておかないと、質問だけが１ .１で集中

します。その辺を踏まえまして議事進行を図っていただきたいと

思います。以上です。  

 

会長：  

この辺は、事務局いかがですか。  

 

事務局：  

ご意見ありがとうございます。資料７－１は今回の会議用の細

かい項目が載っています。資料７－３としまして配布の資料を想

定してございます。こちらにも当日の進行の概ねの流れをお示し

したほうがいいというご意見だと承っておいてよろしいでしょう

か。  

 

平野武委員：  

はい。  

 

事務局：  

ありがとうございます。  

 

会長：  

それでは、混乱というか、肝心な議論がなかなかできないよう

な状況になったら困りますので、その辺は上手に進行ができるよ

うに配慮いただければと思います。ほかにいかがでしょうか。  

 

青木副会長：  

２点ほどお聞きしたいのですが、１点目は資料７－２で、路線

ごとに比較的細かく書いていただいているのですが、懇談会のと

きには他地区にも参加していいということは、説明が多少は細か

い粗いはあるにせよ、一通りすべての路線について最初のところ

で説明されるという理解でよろしいのでしょうかというのが１点

目。  

もう１つは、以前の地域懇談会でも地域によって参加者の多い

ところと少ないところがありました。今回貫井前原循環はかなり

コースが変わるということもあるので、できましたら直接自治会

等にご参加くださいぐらいを言っていただけませんでしょうか。

それで来ない自治会はしょうがないと言えばしょうがない話なの

ですが、すべての方が市報ですとか、こういうパンフレットを見

て自分の地区は関係しているから行こうというまではなかなか思

っていただけません。特に走っていない地区ですと自分は関係な

いという前提で見ている方も多いと思いますから、そこら辺をご

配慮いただければと思います。  

 

会長：  

事務局、いかがでしょうか。  
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事務局：  

資料の説明に関しては、極力全部の地域の説明をとは思ってご

ざいますが、個々の地域での課題などを細かくお話をしたいと思

っておりますので、対象外の箇所に関しては新しいルート案の紹

介というところで一旦はご説明をさせていただくようなことを考

えてございます。  

 

事務局：  

２点目の周知のお話ですが、回覧板や市政だよりで町会、自治

会に配られるものがございますので、そういうところで調整でき

ればと思っております。  

 

青木副会長：  

よろしくお願いします。  

 

会長：  

ほかにはいかがでしょうか。  

 

坂本委員：  

前回の地域懇談会のときに意見が出たのを私は記憶しているの

ですが、資料の事前配布を盛んに言われたわけです。要するに莫

大な資料をパッパパッパやられてもわからんと。だから、参加者

を募集されて、参加者には資料の事前配布をして、ある程度基礎

知識を持って進めればもっと実のある議論ができます。事務局は

大変かもしれないですが、資料は事前に見ておくほうが説明する

事務局側も楽になるのではないか。第一回で、これだけの膨大な

ものを俺たちに１回で理解させるというのかと激しく出ました。

その方は熱心に議論をしようという方なので、そういう方へ対応

したほうがよろしいかなと思います。８月のスケジュールで応募

と決定とご案内というのは間に合うかどうかはあれなのですが、

日お示しいただいた分など、その時点でできている資料だけでも

いいと思います。その辺のところはご配慮いただいたほうがよろ

しいかなと。当日、資料がわからないとか、説明が細かすぎると

か、そういうので時間を取るのはもったいないと思いますので、

よろしくお願いします。  

 

会長：  

事務局いかがですか。  

 

事務局：  

検討させていただきたいと思います。ただ、前回のときは当日

参加の方が非常に多かったところはあります。  

 

坂本委員：  

そこについては可能な範囲でというスタンスでやっていただけ
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ればいいです。当日ポンと来た人が資料を事前に見たかった、と

いうのは言うほうがおかしいのですから、そこまで配慮してくれ

と言うつもりはないです。スケジュールどおりに応募をされた方

に対しては丁寧にやられたほうがよろしいのではないですという

ことです。  

 

会長：  

確かに、この量の資料をいきなり配られて説明をされても追っ

ていくのが精いっぱいというのがあるだろうと思います。それは

配慮していただくようにしましょう。ほかにはいかがでしょうか。 

 

池内委員：  

非常によく作り込まれた資料で読んでいてわかりやすかったで

す。どこがどう変わるのかということも含めて、どういったご意

見が地域からあるのかはわからないですが、私は貫井前原循環を

利用していますので、かなりここはハレーションがあるというか、

反応があると思います。そこの部分に対するファシリテートをど

うするのか。チームの中に事務局の方が１人は入るような形でし

たか。  

 

事務局：  

私どものほうで各チーム１名入る形になります。人数の制限が

今回はありますので、急にチームが増えたり、１チーム当たりの

人数が多くなったりというようなことはないのではないかと考え

ております。  

 

池内委員：  

大揉めに揉める可能性もあるので想定問答なりを作っていただ

いたほうがいいのかなという気がしないでもない。皆さんが納得

して、ああそうだなという部分で決定をしたいので、その辺は配

慮していただければと思います。  

 

会長：  

ありがとうございました。平野さんどうぞ。  

 

平野武委員：  

事前に意見シートを提出しましたので、確認ですが、まず資料

７－２の８ページ目ですが、最後、令和５年度の運行開始（４月）

になっています。ここで「ＣｏＣｏバスは新庁舎等には乗り入れ

ず、新庁舎等へのアクセスについてはシャトルバスの運行導入を

検討し、開設に合わせて７月ごろに運行開始を予定しています」

ということで追記をしていただきたい。一言言っておかないとご

っちゃになると思います。新庁舎へのアクセスはどうなるのかと

か、その辺の問題が出てきますので、一言加えていただきたいと

思います。  
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２つ目が１３ページ、前回の地域懇談会で意見が出たのは、１

４ページのルート検討の基本条件、備考等で「ポンチョ７台」、「ハ

イエース２台」と書いてありますが、参加者の皆さんは、ポンチ

ョとは何ですか、ハイエースとは何ですか。定員は何人なのです

か。積み残しと言われるけれども何人なのですかと言われた経緯

がありますから、例えばポンチョだったら定員が何人、ハイエー

スだったら定員が何人という、定員を記入していただきたいと思

います。  

それともう１つ質問があったのは、ＣｏＣｏバスの運転士は市

の職員なのですか、それとも京王バスさんなりの職員なのですか、

そのあたりの質問が出ています。そういったことを明記していた

だければと思います。  

それから２１ページ、北東部循環の中で１３番の小金井公園入

口のバス停を移動させてくださいという意見がありました。これ

を入れておいてください。というのは、平右衛門橋から上水桜通

りに出る正面にバス停があります。これは今でもそうなのですが、

小金井公園へ行って帰るとき、自転車で来られる幼児なんかはち

ょっとした坂があって、そのまま坂を下りてしまいますとバス停

に追突しています。転んでいる方が多いです。そういった意味で

意見が出ておりました。このバス停を少しどちらかにずらすとい

うことを考えていただきたいと思います。以上３点です。お願い

いたします。  

 

会長：  

最初の２つについてはこの会議の中では常識みたいな話になっ

ていますが、一般的にはポンチョって何だ、という話ですので、

どういうものなのかというのはきちんと入れておく必要があるか

と思います。  

それからＣｏＣｏバスのこの路線については京王バスに委託し

ている、この路線についてはつくば観光交通に委託して運行して

いるというあたりのいわゆるスペックについても最初のうちに入

れておく必要があるのかなという気はします。  

３つ目の小金井公園の件については、事務局どうですか。  

 

事務局：  

意見を事前にいただいているものも会議の前に確認をさせてい

ただいてございます。わかりやすさという観点から大変意見をい

ただいていると思いますので、先ほどのバス停の件も含めて、こ

れまでにご意見があったものを抜けがない形で再度見直しをさせ

ていただこうと思ってございます。  

 

会長：  

意見シートを見ると、説明が足りないのでもう少しきちんと理

解していただけるようにしたほうがいいという意味のご意見をい

ただいているようですので、この辺を配慮いただければと思いま
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す。  

ほかにはいかがでしょうか。  

特によろしければ、それでは、地域懇談会の実施については、

ご意見をいただいた部分について説明書きの改良をいただくとい

うことで進めさせていただければと思います。そういうような方

向で今後進めていくということでよろしいでしょうか。  

 

（異議なしの声あり）  

 

会長：  

ありがとうございます。それではその方向で進めさせていただ

きます。  

それでは、協議事項の④ガイドラインの検討についてを議題と

いたします。事務局から説明をお願いいたします。  

 

事務局：  

―資料８に沿って説明―  

 

会長：  

ありがとうございました。ガイドラインについては今回初めて

中身についてご説明いただいたところです。６ページに議論いた

だきたいこと、意見をいただきたいことというのがあります。今

日は資料をもとにご意見をいただいた上で、それを踏まえて整理

をし、引き続き次回以降また議論していきたいと思いますので、

本日については、今日提示されている資料についてお気づきの点

などをいただければと思います。いかがでしょうか。  

 

青木副会長：  

ガイドラインの作成どうもありがとうございます。２点ほど気

になった点がありました。１つは、４ページの運行継続時の見直

しフローですが、今改善検討に１年とか、本格運行準備に半年と

いうのが入っています。これは補助金をもらって社会実験でやる

場合だとこういう形できっちり１年とか半年というのを決めてや

るのが一般的かなとは思いますが、小金井の場合ですと、今回の

再編スケジュールに関してもコロナの関係があって延びたという

事情はあるにせよ、実際に１年でこちらの委員会その他で改善案

をすべて決めて、もしくはその後の再判断基準に従って半年で運

行するというのは少し難しいかと感じます。小金井の場合はわざ

わざ１年とか決めなくてもいいのかなと思います。  

それから５ページ、運行・改善要望のところで、運行計画案作

成、要望の提出があると市でアンケート調査や需要予測を行うと

書いてあります。これもどの程度のものをするかにもよるのです

が、実際に運行の判断ができるレベルのアンケート調査、需要予

測ですとかなりの金額がかかります。フローのところでもう一段
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階何か入れておいたほうがいいかなと思います。すべて調査とな

りますと、いくらお金がかかるかわからないことになります。以

上です。  

 

会長：  

今の件で事務局はいかがでしょうか。  

 

事務局：  

ご意見ありがとうございます。見直し期間の問題、あとは需要

予測とかアンケート調査の内容というところの問題ですが、今現

状としてはこういう形で進められればいいかなという状況で、次

回もう少し具体なものについてお示しさせていただきたいと思っ

ております。  

アンケート調査や需要予測については最後に資料をつけており

ますが、他市事例もございます。近隣ですと東村山、さいたま市

などもございます。そういった事例を参考に事務局としては何か

しらの形で作成していきたいというところで考えておりますの

で、次回の資料の中でまたご意見をいただければと思います。  

 

会長：  

ほかにはいかがでしょうか。  

 

早田委員：  

素朴な疑問ですが、５ページ、判断基準のところに「運行基準

との整合」とありますが、ここで今我々がいろいろと議論してい

るＣｏＣｏバスの再編の運行基準に照らし合わせるのかなと認識

しています。ここで運行基準と整合しているかどうか、というの

は、ある程度判断がつくかと思うのですが、アンケート調査や需

要予測というのは、その運行基準と照らし合わせる前にアンケー

トなどを取る形でしょうか。青木さんのご意見で言うところの費

用の話とか、手間とかも含めてなのですが、運行基準に合ってい

ないものをアンケート調査や需要予測をするというような認識で

合っているかどうか、確認させてください。  

 

会長：  

言わば順番の問題ですね。  

 

事務局：  

ご指摘ありがとうございます。記載の不足があるところもある

かと思います。そもそも運行計画案、この要望書の中は、このガ

イドラインの基準に沿ったもので提出することが前提と考えてい

ます。その中に例えば不便地域をカバーすることや、運賃等につ

いても現状の基準を基本とするということを書いた上でだと思い

ますので、一番初めに出される計画書案の中でチェックがされて

いる、という形を想定しています。なので、それをクリアしたも
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のについてアンケートを行っていくというようなものだと認識し

ております。  

 

会長：  

実際ガイドラインとして作っていくに当たっては、その辺のと

ころが最初の段階で入ってくるということでよろしいですね。  

ほかにはいかがでしょうか。  

 

池内委員：  

ガイドラインに関してはこれから協議するということでいいで

すよね。  

 

会長：  

はい。今日最初に提示されているということです。  

 

池内委員：  

わかりました。  

 

会長：  

他にはいかがでしょうか。  

 

池内委員：  

他の自治体での例があるのですが、これによって例えば廃止に

なったとか、そういった路線、事例はあるのですか。  

 

会長：  

例えば東村山市のケースで言うと、東村山市のコミュニティバ

スとして導入したものとはちょっと違いますが、ガイドラインに

基づいて、所沢市のコミュニティバスを東村山市内の一部の地域

へ迂回延長する形で試行運行を始めました。ただ、ガイドライン

に従って実際の利用状況等を見ながら検討した結果、どう考えて

も基準に満たないということで残念ながら試行をもって終わりに

なったケースがあります。  

そういうことも考えられると言えば考えられるということで、

あくまでそれはもともと議論をした上で作成をしたガイドライン

に基づいて検討をした結果として、廃止のケースもあれば、改善

に持っていくというケースも両方考えられるということかと思い

ます。  

ほかはいかがでしょうか。  

そうしましたら、これにつきましては、次回、東村山市か、さ

いたま市など、私が関わっているところのほうが、私が説明しや

すいということもありますので、そのどちらかあたりの概要版を

資料としてお示しいただいて、また議論をしていただくようにし

ましょう。そんな形で継続にしたいと思います。  

以上で協議事項につきましては終了をいたします。  
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次の議題として、その他ですが、事務局から説明があればお願

いいたします。  

 

事務局：  

―事務連絡―  

 

 

会長：  

ほかに皆さんからその他ございますでしょうか。  

では。せっかく配らせていただきましたので、私が出させてい

ただいた資料について、紹介させていただければと思います。  

お配りしたのは、『バスマガジン』という雑誌の私の記事なので

すが、実は私がこの防長交通という会社と一緒にプロデュースを

したと言ってもいいバスなのです。  

ネットニュースか何かでフランスだと思うのですが、バスをワ

クチン接種会場として使ったというニュースがありました。それ

を見た防長交通の人が、こんなバスをうちも作れないかという話

が出たので、やりましょうということで。  

これは実は改装といっても大掛かりなものではなく、普通の路

線バスの中側と前側で仕切りのカーテンをつけて、座席もほぼそ

のまま使って、前半分の座席の少ないいわゆる空間の広いところ

を接種会場、後ろの段を上がった上の２人がけ座席のところを接

種後の待機場所として使えるように簡単な改装をしてワクチン接

種バスとして、貸し切りバスとして提供しているものです。東京

みたいにたくさんの人が接種をするところには向かないと思いま

すが、山間の過疎地域だとか、離島だとか、接種会場もなかなか

取りにくい、全体の接種人口もそんなに多くないところ向けのも

のだろうと思います。  

実は先々週から山口県柳井市の平郡島という人口２３０人ぐら

いの離島で、全員接種をするということで使いました。私も平郡

島へ行って実際に見てきたのですが、バスならではだな、と思う

ことが１つありまして、ある程度の広さのある集落なのですが、

まず港の近くの広場にバスを据え置いて、港のフェリーの待合所

を最初の問診の場所にして、それからバスの車内で接種をすると

いう形で、その集落の半分ぐらいの人が接種をしました。午前中

の２時間ぐらいで終わりましたので、それからバスは５００ｍぐ

らい移動して、別の民家の前のところに据え置いて、そこにはテ

ントを張って問診場所を作って、また同じようにバスの車内でや

る。  

つまり、もし会場を使ってやろうとしたら２カ所の会場を設営

しなければならないところ、会場はバスが移動するだけですので

非常に効率的に、しかも設営、撤収はそれぞれ１０分程度ででき

るような形でしたので、全体のパイが少ないようなところだと結

構使えるなということがわかりました。地元のまとめ役の方と話

をしたのですが、年寄りばかりの島なので、接種会場のほうから
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来てくれるなんてこんなありがたいことはない。柳井市にも防長

交通にもすごく感謝しているという言葉をもらいまして我が意を

得たり、というところでした。この記事は実際にやる前に書いた

記事ですので実際の接種の状況がどうだったかは書いていないで

すが、バスはこのように役に立つことができるのだということを

ＰＲしましたので、参考までにご覧いただければと思います。  

それでは、以上をもちまして、今回少し時間をオーバーしまし

たが、令和３年度第２回小金井市地域公共交通会議を終了させて

いただきます。長時間にわたりましてありがとうございました。  

 

以上  

 


